
職務の級及び職制上の段階ごとの職員数（平成28年４月１日現在）

行政職給料表

（人） （％） 職名 （人） （人） （％） 段階
主事 418

技師 155

地域支援企画員（６等級） 7

地域支援企画員（７等級） 1

一等航海士（６等級） 1

一等航海士（７等級） 1

一等機関士（６等級） 1

一等機関士（７等級） 1

司書（６等級） 7

601 司書（７等級） 2 601
(0) 二等機関士（６等級） 1 (0)
(0) 二等機関士（７等級） 1 (0)

甲板員（６等級） 1

甲板員（７等級） 2

司厨長（６等級） 1

司厨員（７等級） 1
計 601

(0)

(0)

主査 403

地域支援企画員（５等級） 14

普及指導員（５等級） 12

一等航海士（５等級） 2

一等機関士（５等級） 1

441 社会教育主事（５等級） 2 441
(0) 指導主事（５等級） 1 (0)
(0) 司書（５等級） 5 (0)

二等航海士（５等級） 1
計 441

(0)

(0)

主幹 933

（うち再任用） (3)

（うち任期付） (4)

地域支援企画員（４等級） 15

普及指導員（４等級） 51

一等航海士（４等級） 2

一等機関士（４等級） 3

司書（４等級） 3

1097 専門員 76 1097
(79) （うち再任用） (76) (79)
(4) 管理主事（４等級） 6 (4)

社会教育主事（４等級） 4

指導主事（４等級） 1

二等航海士（４等級） 1

甲板長 1

操機長 1

計 1,097

(79)

(4)

班長 9

チーフ 588

主任 404

地域支援企画員（３等級） 3

専門技術員 11

技査 5

主
幹
級

14.7
主
事
級

10.8

主
査
級

１級 主事、技師又は司書の職務 14.7

２級 主査の職務 10.8

職務
の級

級別職務分類表に規定する
基準となる職務

合計 内訳 職制上の段階

３級 係長又は主幹の職務 26.8

29.9

26.8

29.9
班
長
級

４級 係長又は主幹の職務



出先機関の部長 1

出先機関の課長 45

支所長 2

船長（３等級） 3

機関長（３等級） 3

一等航海士（３等級） 1

一等機関士（３等級） 1

1224 事務局次長 1 1,224
(0) 監査員 8 (0)
(0) 主任管理主事（３等級） 16 (0)

主任社会教育主事（３等級） 19

主任指導主事（３等級） 12

県立学校の事務長 22

主監 48

技監 15

警察署の課長 6

警察署の少年育成指導官 1

計 1,224

(0)

(0)

本庁の室長 4

課長補佐 152

地域防災総括員 2

生活安全推進監 1

地域支援企画員（３等級） 17

専門企画員 6

（うち再任用） (1)

会計専門員 6

主任（１種） 29

主任（３種） 1

隊長 1

プロジェクトマネージャー 3

チーム長 1

技査 12

所長（３等級） 6

出先機関の次長 25

技術次長 12

副校長 2

福祉保健所の室長 2

副学園長 1

388 出先機関の部長 2 388
(2) 出先機関の課長 44 (2)
(0) 事務長（３等級） 1 (0)

主任監査員 2

課長 2

審査調整員 1

中部教育事務所次長 1

図書館次長 1

青少年センター次長 1

青少年センターの課長 1

県立学校の事務長 7

市町村立小学校の事務長 2

市町村立中学校の事務長 3

通信長（３等級） 1

（うち再任用） (1)

警察本部の課長補佐 26

師範 1

少年サポートセンター副所長 1

警察署の課長 6

警察署の少年育成指導官 2

計 388

(2)

(0)

29.9

9.5

29.9

５級 本庁の課長補佐の職務

班
長
級

課
長
補
佐
級

４級 係長又は主幹の職務

9.5



本庁の課長 86

企画監 15

（うち再任用） (1)

副参事 18

危機管理指導監 1

防災指導監 1

（うち任期付） (1)

地域防災企画監 3

所長 32

学園長 1

市町村支援専門監 1

（うち再任用） (1)

校長 2

事務局長 2

副校長（２等級に限る。） 2

事務長（２等級） 1
出先機関の次長（２等級に限る。） 24

技術次長（２等級に限る。） 5

監査監 2

事務局の課長 11

教育事務所長 3

教育センター所長 1

249 教育センター次長 1 249
(4) 教育センターの部長 2 (4)
(1) 青少年センター所長 1 (1)

幡多青少年の家所長 1

図書館長 1

心の教育センター所長 1

県立学校の事務長 12

（うち再任用） (1)

船長（２等級） 1

警察本部の課長 3
警察本部の次長（２等級に限る） 2

会計調査官 2

（うち再任用） (1)

会計監査室長 1

装備施設管理官 1

給与調査官 1

術科指導官 1

厚生調査官 1

サイバー犯罪対策室長 1

交通規制官 1

会計官 4

計 249

(4)

(1)

副部長 13

労働委員会事務局長 1

監査委員会事務局次長 1

地域産業振興監 5

企業立地推進監 1

（うち再任用） (1)

土木技術監 1

港湾振興監 1

参事 7

東京事務所副所長 1

41 中央東県税事務所長 1

(1) 中央西県税事務所長 1

(0) 福祉保健所長 2

療育福祉センター長 1

中央東土木事務所長 1

高知土木事務所長 1

中央西土木事務所長 1

７級 本庁の副部長又は参事の職務 1.0

1.7

副
部
長
級

６級 本庁の課長の職務 6.1 6.1
課
長
級



幡多土木事務所長 1 70
教育次長 1 (2)

計 41 (0)
(1)

(0)

副部長 12

局次長 1

議会事務局次長 1

収用委員会事務局長 1

地域防災監 2

地域産業振興監 2

29 参事 5

(1) 消防学校長 1

(0) 中央児童相談所長 1

高知高等技術学校長 1

教育次長 2

（うち再任用） (1)

計 29

(1)

(0)

理事 7

（うち再任用） (1)

議会事務局長 1

監査委員事務局長 1

23 人事委員会事務局長 1 23
(1) 本庁の部長 12 (1)
(0) 会計管理者 1 (0)

計 23

(1)

(0)

4,093 100.0

(88)
(5)

７級 本庁の副部長又は参事の職務 1.0

1.7

副
部
長
級

注２)職名の後ろのかっこ書きの等級とは、職員の任用に関する規則（昭和32年高知県人事委員会規則第
19号）第２条に規定する職の等級をいう。

0.0
部
長
級

合計

８級
困難な業務を分掌する本庁の
副部長の職務

0.7

９級 本庁の部長の職務 0.5

注１）合計欄、内訳及び職制上の段階欄のかっこ書きの人数については、上段が再任用、下段が任期付
職員を内数として記載



職務の級及び職制上の段階ごとの職員数（平成28年４月１日現在）

警察官給料表

（人） （％） 職名 （人） （人） （％） 段階
係員 307

307 計 307

(0) (0)

(0) (0) 584
係員 277 (0)

277 計 277 (0)
(0) (0)

(0) (0)

主任 280

（うち再任用） (7)

338 分隊長 16 338
(7) 係員 42 (7)
(0) 計 338 (0)

(7)

(0)

係長 206

（うち再任用） (14)

交通事故鑑識官 1

小隊長 7

教官 8

警察署の課長 4

347 交番所長 3 347
(15) 駐在所長 5 (15)
(0) （うち再任用） (1) (0)

主任 110

分隊長 3

計 347

(15)

(0)

警察本部の課長補佐 35

（うち再任用） (2)

航空隊長 1

捜査支援室長 1

検視官 1

性犯罪捜査指導官 1

特別捜査班長 3

機動捜査隊副隊長 1

組織犯罪対策指導官 1

交通事故分析官 1

209 機動隊隊長補佐 1 209
(2) 警察学校の校長補佐 1 (2)
(0) 教官 1 (0)

警察署の課長 40

警察署の課長代理 2

交番所長 4

駐在所長 2

係長 111

小隊長 2

計 209

(2)

(0)

警察本部の次長 19

警察本部の課長補佐 8

人身安全対処室長 1

通信指令官 3

組織窃盗対策官 1

5級
課長補佐、警察署の課長又は
困難な業務を行う係長の職務

12.9 12.9

6級
次長又は困難な業務を行う課
長補佐若しくは警察署の課長
の職務

4.4

主
任
級

係
長
級

課
長
補
佐
級

次
長
級

4.4

内訳 職制上の段階

4級
係長又は困難な業務を行う主
任の職務

21.4 21.4

3級
主任又は困難な業務を行う係
員の職務

20.8 20.8

2級
相当高度の知識又は経験を必
要とする係員の職務

17.1

職務
の級

級別職務分類表に規定する
基準となる職務

合計

1級 係員の職務 18.9
係
員
級

36.0



機動捜査隊長 1

特別捜査班長 3

鑑識指導官 1

交通事故事件捜査統括官 1

安全運転支援室長 1

71 聴聞官 1 71
(0) 交通機動隊副隊長 1 (0)
(0) 高速道路交通警察隊副隊長 1 (0)

機動隊副隊長 1

警察学校の副校長 1

地域交通官 2

南国警察署香南警察庁舎長 1

南国警察署香美警察庁舎長 1

土佐警察署いの警察庁舎長 1

警察署の次長 4

警察署の課長 18

計 71

(0)

(0)

警察本部の課長 15

警察本部の次長 3

監察官 2

留置管理官 1

特任研究調査官 1

広報官 1

公安委員会事務室長 1

訟務官 1

適正捜査指導官 1

地域管理官 1

少年サポートセンター所長 1

検視官 2

55 交通管理調査官 1 55
(0) 交通機動隊長 1 (0)
(0) 高速道路交通警察隊長 1 (0)

警備調査官 1

機動隊長 1

警察署長 4

副署長 8

刑事官 4

地域交通官 2

高知東警察署本山警察庁舎長 1

中村警察署清水警察庁舎長 1

計 55

(0)

(0)

参事官 9

安芸警察署長 1

12 土佐警察署長 1 12
(0) 須崎警察署長 1 (0)
(0) 計 12 (0)

(0)

(0)

総務参事官 1

組織犯罪対策参事官 1

警察学校長 1

高知南警察署長 1

7 高知東警察署長 1 7
(0) 南国警察署長 1 (0)
(0) 中村警察署長 1 (0)

計 7

(0)

(0)

1,623 100.0

参
事
官
級

部
長
級

８級
参事官又は規模の大きい警察
署の警察署長の職務

0.7

3.4

0.7

合計

6級
次長又は困難な業務を行う課
長補佐若しくは警察署の課長
の職務

4.4
次
長
級

課
長
級

4.4

７級
警察本部の課長又は警察署長
の職務

3.4

９級
部長又は特に規模の大きい警
察署の警察署長の職務

0.4 0.4



(24)
(0)

注）合計欄、内訳及び職制上の段階欄のかっこ書きの人数については、上段が再任用、下段が任期付職
員を内数として記載

合計



職務の級及び職制上の段階ごとの職員数（平成28年４月１日現在）

高等学校等教育職給料表

（人） （％） 職名 （人） （人） （％） 段階
実習助手 86

177 寄宿舎指導員 91 177
(0) 計 177 (0)
(0) (0) (0)

(0)

教諭 1,751

（うち再任用） (14)

養護教諭 56

（うち再任用） (3)

1,832 栄養教諭 3 1,832
(17) 講師 17 (17)
(0) 主任実習助手 5 (0)

計 1,832

(17)

(0)

11 主幹教諭 11

(0) 計 11 (0)
(0) (0) (0)

(0)

副校長 8

84 教頭 76 84
(0) 計 84 (0)
(0) (0) (0)

(0)

校長 42

42 （うち再任用） (2) 42
(2) 計 42 (2)
(0) (2) (0)

(0)

2,146 100.0

(19)
(0)

注）合計欄、内訳及び職制上の段階欄のかっこ書きの人数については、上段が再任用、下段が任期付職
員を内数として記載

合計

３級 副校長又は教頭の職務 3.9 3.9

４級 校長の職務 2.0 2.0

教
頭
級

校
長
級

講
師
級

職務
の級

級別職務分類表に規定する
基準となる職務

合計 内訳 職制上の段階

１級
助教諭、養護助教諭、講師、実
習助手又は寄宿舎指導員の職
務

8.2 8.2

85.4
教
諭
級

0.5 0.5特２級主幹教諭又は指導教諭の職務

２級
教諭、養護教諭、栄養教諭又

は講師の職務

主
幹
教

諭
級

85.4



職務の級及び職制上の段階ごとの職員数（平成28年４月１日現在）

小学校・中学校等教育職給料表

（人） （％） 職名 （人） （人） （％） 段階
教諭 3,557

（うち再任用） (47)

3,852 養護教諭 243 3,852
(52) （うち再任用） (5) (52)
(0) 栄養教諭 52 (0)

計 3,852

(52)

(0)

主幹教諭 40

49 指導教諭 9 49
(1) （うち再任用） (1) (1)
(0) 計 49 (0)

(1)

(0)

教頭 327

327 （うち再任用） (9) 327
(9) 計 327 (9)
(0) (9) (0)

(0)

校長 285

285 （うち再任用） (23) 285
(23) 計 285 (23)
(0) (23) (0)

(0)

4,513 100.0

(85)
(0)

注）合計欄、内訳及び職制上の段階欄のかっこ書きの人数については、上段が再任用、下段が任期付職
員を内数として記載

合計

３級 副校長又は教頭の職務 7.2 7.2

４級 校長の職務 6.3 6.3
校
長
級

特２級主幹教諭又は指導教諭の職務

職務
の級

級別職務分類表に規定する
基準となる職務

教
頭
級

主
幹
教
諭
級

85.4 85.4
教
諭
級

1.1 1.1

合計 内訳 職制上の段階

２級
教諭、養護教諭、栄養教諭又

は講師の職務



職務の級及び職制上の段階ごとの職員数（平成28年４月１日現在）

研究職給料表

（人） （％） 職名 （人） （人） （％） 段階
研究員 53

53 計 53 53
(0) (0) (0)
(0) (0) (0)

次長 3

技術次長 6

試験研究機関の課長 15

チーフ 40

（うち再任用） (1)

135 主任研究員（３等級） 17 135
(4) 主任研究員（４等級） 51 (4)
(0) 専門員 3 (0)

（うち再任用） (3)
計 135

(4)

(0)

所長 8

場長 3

12 （うち再任用） (1) 12
(1) 技術次長（２等級に限る。） 1 (1)
(0) 計 12 (0)

(1)

(0)

農業技術センター所長 1

環境制御技術推進監 1

3 （うち再任用） (1) 3
(1) 水産試験場長 1 (1)
(0) 計 3 (0)

(1)

(0)

203 100.0

(6)
(0)

内訳 職制上の段階

３級

２級

研究員又は相当高度の知識若しく
は経験に基づき独立して、若しくは
上級の職員の概括的な指導の下
に研究を行う研究員の職務

26.1

職務
の級

級別職務分類表に規定する
基準となる職務

合計

26.1

66.5

研
究
員
級

主
任
研
究
員
級

主任研究員、特に高度の知識
若しくは経験に基づき独立し
て、若しくは上級の職員の概括
的な指導の下に研究を行う主
任研究員、科長、困難な研究を
行う科長又は部長の職務

66.5

注２)職名の後ろのかっこ書きの等級とは、職員の任用に関する規則（昭和32年高知県人事委員会規則第
19号）第２条に規定する職の等級をいう。

試験研究機関の長又は専門研
究員の職務

5.9４級
試
験
研
究
機
関
の
長
級

合計

5.9

５級
困難な研究を行う試験研究機
関の長の職務

1.5 1.5

注１）合計欄、内訳及び職制上の段階欄のかっこ書きの人数については、上段が再任用、下段が任期付
職員を内数として記載



職務の級及び職制上の段階ごとの職員数（平成28年４月１日現在）

医療職給料表（１）

（人） （％） 職名 （人） （人） （％） 段階
技師 5

5 計 5 5
(0) (0) (0)
(0) (0) (0)

主幹 1

1 計 1 1
(0) (0) (0)
(0) (0) (0)

出先機関の部長 1

チーフ 1

3 主任 1 3
(0) 計 3 (0)
(0) (0) (0)

(0)

職員健康推進監 1

保健監 3

12 所長 3 12
(0) 療育福祉センター副センター長 2 (0)
(0) 医務主任 3 (0)

計 12

(0)

(0)

21 100.0

(0)
(0)

注）合計欄、内訳及び職制上の段階欄のかっこ書きの人数については、上段が再任用、下段が任期付職
員を内数として記載

１級 技師又は主査の職務 23.8 23.8
技
師
級

３級
福祉保健所の課長又は班長若
しくは主任の職務

14.3 14.3
班
長
級

２級 係長又は主幹の職務 4.8 4.8
主
幹
級

職務
の級

級別職務分類表に規定する
基準となる職務

合計 内訳 職制上の段階

所
長
級

合計

４級 福祉保健所の長の職務 57.1 57.1



職務の級及び職制上の段階ごとの職員数（平成28年４月１日現在）

医療職給料表（２）

（人） （％） 職名 （人） （人） （％） 段階
技師 8

20 主査 12 20
(0) 計 20 (0)
(0) (0) (0)

(0)

主幹 8

専門員 4

12 （うち再任用） (4) 12
(4) 計 12 (4)
(0) (4) (0)

(0)

主幹 41

41 計 41 41
(0) (0) (0)
(0) (0) (0)

所長（３等級） 1

出先機関の部長 1

出先機関の課長 4

支所長 5

（うち再任用） (2)

59 出先機関の室長 1 59
(2) 班長 2 (2)
(0) チーフ 25 (0)

主任 19

技監 1

計 59

(2)

(0)

所長 1

3 次長 2 3
(0) 計 3 (0)
(0) (0) (0)

(0)

135 100.0

(6)
(0)

福祉保健所若しくは家畜保健
衛生所の課長又は班長若しく
は主任の職務

43.7 43.7

６級 家畜保健衛生所の長の職務 2.2

職務
の級

級別職務分類表に規定する
基準となる職務

合計 内訳 職制上の段階

２級
相当高度の知識若しくは経験
を必要とする業務を行う技師又
は主査の職務

14.8 14.8
主
査
級

注２)職名の後ろのかっこ書きの等級とは、職員の任用に関する規則（昭和32年高知県人事委員会規則第
19号）第２条に規定する職の等級をいう。

2.2

３級 係長又は主幹の職務 8.9 8.9

注１）合計欄、内訳及び職制上の段階欄のかっこ書きの人数については、上段が再任用、下段が任期付
職員を内数として記載

４級
困難な業務を分掌する係長又
は主幹の職務

30.4 30.4

班
長
級

所
長
級

主
幹
級

合計

５級



職務の級及び職制上の段階ごとの職員数（平成28年４月１日現在）

医療職給料表（３）

（人） （％） 職名 （人） （人） （％） 段階
技師（６等級及び７等級） 2

7 主査 5 7
(0) 計 7 (0)
(0) (0) (0)

(0)

主幹 2

専門員 3

5 （うち再任用） (3)

(3) 計 5

(0) (3) 7
(0) (3)

主幹 2 (0)
2 計 2

(0) (0)

(0) (0)

出先機関の部長 1

（うち再任用） (1)

9 看護長（３等級） 2 9
(1) 主任 6 (1)
(0) 計 9 (0)

(1)

(0)

23 100.0

(4)
(0)

３級 係長、看護長又は主幹の職務 21.8
主
幹
級

４級
相当困難な業務を分掌する係
長、看護長又は主幹の職務

8.7

30.4

２級
相当高度の知識若しくは経験
を必要とする業務を行う技師又
は主査の職務

30.4 30.4
主
査
級

職務
の級

級別職務分類表に規定する
基準となる職務

合計 内訳 職制上の段階

注２)職名の後ろのかっこ書きの等級とは、職員の任用に関する規則（昭和32年高知県人事委員会規則第
19号）第２条に規定する職の等級をいう。

５級
困難な業務を分掌する看護長
又は班長若しくは主任の職務

39.1 39.1

注１）合計欄、内訳及び職制上の段階欄のかっこ書きの人数については、上段が再任用、下段が任期付
職員を内数として記載

合計

班
長
級



職務の級及び職制上の段階ごとの職員数（平成28年４月１日現在）

技能職給料表

（人） （％） 職名 （人） （人） （％） 段階
主任技師 39

専門員 7

（うち再任用） (7)

技師 1

48 （うち再任用） (1) 48
(9) 甲板員 1 (9)
(0) （うち再任用） (1) (0)

計 48

(9)

(0)

48 100.0

(9)
(0)

注）合計欄、内訳及び職制上の段階欄のかっこ書きの人数については、上段が再任用、下段が任期付職
員を内数として記載

職制上の段階

３級
高度の技能若しくは経験を必
要とする業務を行う技師又は主
任技師の職務

100.0 100.0

主
任
技
師
級

合計

職務
の級

級別職務分類表に規定する
基準となる職務

合計 内訳


